
「
最
近
、
お
な
か
が
ぽ
っ
こ
り
し
て
き
た

…
」
「
ズ
ボ
ン
が
き
つ
く
な
っ
た
…
」
と

い
う
人
は
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

の
危
険
信
号
で
す
。

　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
は
内
臓

脂
肪
症
候
群
と
も
呼
ば
れ
、
お
な
か
の
内

臓
の
ま
わ
り
に
脂
肪
が
た
ま
る
こ
と
な
ど

に
よ
っ
て
起
こ
り
ま
す
。
40
歳
以
上
の
男

性
の
２
人
に
１
人
、
女
性
で
は
５
人
に
１

人
が
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
か
そ

の
予
備
軍
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を
放
置

し
て
お
く
と
動
脈
硬
化
を
進
行
さ
せ
、
心

臓
病
や
脳
梗
塞
と
い
っ
た
命
に
か
か
わ
る

病
気
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
な
り
ま
す
。

　

市
国
保
で
は
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
に
着
目
し
た
特
定
健
康
診
査
（
特

定
健
診
）
・
特
定
保
健
指
導
を
無
料
（
が

ん
検
診
な
ど
を
同
時
に
受
け
た
場
合
は
、

そ
の
分
の
実
費
が
必
要
）
で
行
っ
て
い
ま

す
。

問
合
せ　

国
保
年
金
課

　
　
　
　

保
健
セ
ン
タ
ー　
　

☎
（48）
３
７
５
１

　

特
定
健
診
は
妊
婦
な
ど
を
除
く
40
歳
以

上
の
人
に
対
し
て
実
施
し
ま
す
。
対
象
者

に
保
健
セ
ン
タ
ー
か
ら
受
診
券
を
送
付
し

ま
す
。
生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
、
期
限

内
に
忘
れ
ず
に
特
定
健
診
を
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。

　

40
〜
74
歳
の
市
国
保
加
入
者
で
職
場
健

診
（
事
業
主
健
診
）
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
人
は
、
職
場
健
診
を
優
先
し
ま
す
の
で
、

特
定
健
診
を
改
め
て
受
け
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

職
場
健
診
の
健
診
内
容
に
は
、
特
定
健

診
の
検
査
項
目
が
含
ま
れ
て
お
り
、
職
場

健
診
の
結
果
を
国
保
年
金
課
に
提
出
す
る

こ
と
で
特
定
健
診
を
受
診
し
た
こ
と
に
代

え
ら
れ
ま
す
。

　

特
定
健
診
と
し
て
受
診
す
る
こ
と
で
、

結
果
に
合
わ
せ
た
保
健
指
導
が
利
用
で
き
、

生
活
習
慣
の
改
善
な
ど
自
ら
の
健
康
づ
く

り
に
役
立
ち
ま
す
。

　

職
場
健
診
の
結
果
が
出
ま
し
た
ら
、
健

診
結
果
表
を
国
保
年
金
課
へ
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

国保での特定健診受診の流れ
　40歳以上の国民健康保険の加入者および
後期高齢者医療保険の加入者に対し、特定
健診の受診券を送付します。

①５月31日㈯までに受診
　券が届く

②受診券、健康保険証、
　健康手帳を持参して指
　定医療機関（７ページ
　参照）で受診

③後日、受診した医療機
　関で説明・情報提供

　国保加入者は、健診結果により３段階の
生活習慣の改善に重点をおいた特定保健指
導を実施します。

危険度「低」の人
　今後も健康を維持できるように情報
提供を行います。

危険度「中」の人
　メタボリックシンドロームのリスク
が出始めた人を対象に原則１回の面接
による支援を行います。

危険度「高」の人
　メタボリックシンドロームが重なっ
ている人を対象に継続的に支援を行い
ます。

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導

ご
存
知
で
す
か
？

職
場
健
診
結
果
表
を

　
　
　

提
出
し
て
く
だ
さ
い

中
高
年
男
性
の
２
人
に
１
人
は

　
　

「
メ
タ
ボ
予
備
軍
」
?!

特
定
健
診
は
無
料
で
す
！
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